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受付番号 項目 質　問　事　項 回　　　答

1

１．公募内容等
（２）許可及び使用
料等
④電気使用料相当
額

　電気使用料相当額の「交通局が定める算出⽅
法」につきまして、事業計画（収⽀⾒込）作成のた
め、具体的な単価（1kWhあたりの概算⾦額な
ど）や計算式を事前にご教示いただくことは可能で
しょうか。

　計算式は「電気料金相当額＝基本料金＋電
力量料金使用量×電力量単価」です。なお、
基本料金及び電力量単価は九州電力が定める
単価となります。

2

１．公募内容等
（２）許可及び使用
料等
⑤道路占用料

　道路占用料が発⽣する可能性があるとのことです
が、今回の対象18駅20台のうち、現時点で道路占
用料の対象となる（使用物件が道路下に位置す
る）ことが判明している具体的な駅や設置場所があ
りましたらご教示ください。

　道路占用料が発生するのは８駅９台です。
具体的には、七隈駅、金山駅、茶山駅、桜坂
駅、薬院大通駅、渡辺通駅、天神南駅（東
口）、櫛田神社前駅（西口、東口）です。

3

１．公募内容等
（２）許可及び使用
料等
⑥その他の必要経費
等

　コンセントの新設や分電盤等の改造等が必要な
場合、運営事業者の負担により施工することとありま
すが、貴局が指定する電気工事事業者（指定業
者）はございますでしょうか。それとも、自社で手配し
た工事業者での施工が可能でしょうか。

　交通局が指定する電気工事事業者はありま
せんので、事業者で手配してください。

4
１．公募内容等
（３）売上報告書の
提出

　毎⽉提出する売上報告書について、現時点で想
定されている報告項目をご教示いただくことは可能で
しょうか。例えば、駅別の貸出件数、駅別の返却件
数、売上⾦額、稼働率、故障件数、問い合わせ件
数等の報告が求められる想定でしょうか。

　各機器の月間稼働数及び総売上金額などを
基本として想定しております。詳細に関して
は、事業者に決定後お知らせいたします。

5 ５．運営上の条件
③

　機器本体や周辺の清掃を「定期的」に⾏うこととあ
りますが、貴局として最低限求めている頻度の目安
（例︓週1回以上など）はございますでしょうか。ま
たは、事業者の企画提案として評価される項目とい
う認識でよろしいでしょうか。

　交通局が清掃頻度を定めることはありませ
ん。ご認識のとおり評価項目となりますの
で、設置状況に応じて事業者が判断し提案し
てください。

6 ５．運営上の条件
⑤

　機器本体に掲示する緊急時の連絡先について、
24時間365⽇の電話対応が必須条件となりますで
しょうか。営業時間内（例︓地下鉄運⾏時間内の
み等）の対応や、電話以外の対応⽅法（チャット
等）でも可能でしょうか。

　24時間365日の電話対応は必須とはしません
が、利用者が事業者と連絡がとれる何らかの
体制を整えてください。対応時間や方法は、
事業者にて判断し提案してください。

7
別表1　運営事業者
選考基準
1　利用者の利便性

　評価の視点に『ニーズ調査等により、コンセプトや
利用イメージが具体的に示されているか』とあります
が、ここでいう『ニーズ調査等』には、既存サービス利
用者へのアンケート、既存設置先の利用データ、利
用者からの問い合わせ・要望、設置先へのヒアリン
グ、駅周辺施設・利用者属性の分析等も含まれる
という認識でよろしいでしょうか。

　交通局からの個別指定はありませんが、実
施済みのニーズ調査等を活用した提案につき
ましても評価対象とします。

8
別表1　運営事業者
選考基準
4　障がい者雇用

　障がい者雇用の評価について、評価対象は運営
事業者による直接雇用に限られますでしょうか。それ
とも、就労継続⽀援事業所等への業務委託、清
掃・点検・検品・販促物準備等の業務切り出しによ
る就労機会の創出も、評価対象に含まれますでしょ
うか。

　事業者による直接雇用が評価の対象になり
ます。
　従って、就労継続支援事業所等への業務委
託など、事業者による直接雇用によらない就
労機会の創出は評価対象に含まれません。
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